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障
害
者
自
立
支
援
法
下

　

前
回
広
報
（
２
月　

日
発
行
）
に
続
き
、
今
回
は
「
福
祉

２５

サ
ー
ビ
ス
の
体
系
、
利
用
手
続
き
の
仕
組
み
」
に
つ
い
て
掲

載
し
ま
す
。
今
後
、
段
階
的
に
施
行
さ
れ
る　

月
１
日
ま
で

１０

に
随
時
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

平
成　

年
４
月
か
ら

１８

　
　

施
行
さ
れ
ま
す

　
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
４
月
か
ら
段
階
的
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
障
害
種
別
（
身
体
・

知
的
・
精
神
障
害
）
ご
と
に
異
な
る
法
律
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
て

き
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
公
費
負
担
医
療
等
を
共
通
の
制
度
の
も
と
で

一
元
的
に
提
供
す
る
仕
組
み
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
は
、
個
々
の
障
害
の

あ
る
人
々
の
障
害
程
度
や
勘
案
す

べ
き
事
項
（
社
会
活
動
や
介
護
者
、

居
住
等
の
状
況
）
を
踏
ま
え
、
個

別
に
支
給
決
定
が
行
わ
れ
る
「
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
市
の
創

意
工
夫
に
よ
り
、
利
用
者
の
方
々

の
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
実
施
で

き
る
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
に

大
別
さ
れ
ま
す
。

　
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
は
、
介

護
の
支
援
を
受
け
る
場
合
に
は

「
介
護
給
付
」、訓
練
等
の
支
援
を

受
け
る
場
合
は
「
訓
練
等
給
付
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

利
用
の
際
の
手
順
が
異
な
り
ま
す
。

※
サ
ー
ビ
ス
に
は
期
限
の
あ
る
も

の
と
、
期
限
の
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
が
、
有
期
限
で
あ
っ
て
も
、

必
要
に
応
じ
て
支
給
決
定
の
更
新

（
延
長
）が
可
能
と
な
り
ま
す
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
は

こ
う
変
わ
り
ま
す

（
平
成　

年　

月
か
ら
）

１８

１０

ホームヘルプ 
（身・知・精・児） 

デイサービス 
（身・知・精・児） 

ショートステイ 
（身・知・精・児） 

グループホーム 
（知・精） 

重症心身障 
害児施設 （児） 

療養施設 
（身） 

更生施設 
（身・知） 

授産施設 
（身・知・精） 

福祉工場 
（身・知・精） 

通勤寮 
（知） 

福祉ホーム 
（身・知・精） 

生活訓練施 
設 （精） 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

介
護
給
付 

訓
練
等
給
付 

地
域
生
活
支
援
事
業 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

現行サービス 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

児童デイサービス 

短期入所 
（ショートステイ） 

療養介護 

生活介護 

障害者支援施設での夜間 
ケア等（施設入所支援） 

共同生活介護 
（ケアホーム） 
自立訓練（機能訓 
練・生活訓練） 

就労移行支援 

新サービス 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、 
入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを 
総合的に行います 

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を 
回避するために必要な支援、外出支援を行います 

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービス 
を包括的に行います 

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活 
への適応訓練等を行います 

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間を含め 
施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療 
養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います 

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を 
行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します 

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介 
護等を行います 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の 
介護等を行います 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身 
体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います 

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要 
な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います 

地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を 行う施設です 

福祉ホーム 住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供す 
るとともに、日常生活に必要な支援を行います 

就労継続支援 
（雇用型・非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するととも 
に、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援 
助を行います 

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します 

■福祉サービスに係る自立支援給付の体系 

（注）表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。

■障害者自立支援法

主な内容施行期日

介護給付や自立支援医
療（旧精神公費負担医
療等）の利用者負担の
見直しに関する事項

平成１８年
４月１日

障害程度区分認定の仕
組み、新たな施設・事
業体系への移行に関す
る事項

平成１８年
１０月１日
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入
所
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
を
昼
の

サ
ー
ビ
ス（
日
中
活
動
事
業
）と
夜

の
サ
ー
ビ
ス（
居
住
支
援
事
業
）に

分
け
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス

の
組
み
合
わ
せ
を
選
択
で
き
ま
す
。

事
業
を
利
用
す
る
際
に
は
、
利
用

者
一
人
ひ
と
り
の
個
別
支
援
計
画

が
作
成
さ
れ
、
利
用
目
的
に
か
な

っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
現
在
、
身
体
障
害
者

療
護
施
設
を
利
用
し
て
い
る
常
時

介
護
が
必
要
な
方
は
、
日
中
活
動

事
業
の
生
活
介
護
事
業
と
、
居
住

支
援
事
業
の
施
設
入
所
支
援
を
組

み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
地
域
生
活
に
移
行
し
た

場
合
で
も
、
日
中
は
生
活
介
護
事

業
を
利
用
し
続
け
る
こ
と
が
可
能

で
す
。

■
日
中
活
動
と
住
ま
い
の

場
の
組
み
合
わ
せ

●見直し後

日中活動の場 

以下から１つまたは複数の事業を 
選択 

※療養介護については、医療機関への入院 
　と合わせて実施 

療養介護（医療型）※ 

生活介護（福祉型） 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（雇用型・非雇用型） 

地域活動支援センター 
（地域生活支援事業） 

住まいの場 

障害者支援施設の施設入所支援 

　　　　　  または 

居住支援（ケアホーム、グループ 
ホーム、福祉ホームの機能） 

プラス 

利用手続きはこう変わります 

■支給決定までの流れ 
　障害者の福祉サービスの必要性を総合的に 
判定するため、支給決定の各段階において、 

　その上で、支給決定を行う。 

介護給付を希望 
する場合 

訓練等給付を 
希望する場合 

①障害者の心身の状 
況を判定するため、 
１０６項目のアセスメ 
ントを行います。 

②審査会は、障害保 
健福祉をよく知る委 
員で構成されます。 

③介護給付では区分 
１～６の認定が行わ 
れます。 

一定期間、サービス 
を利用し、 
①本人の利用意思の 
確認 
②サービスが適切か 
どうかを確認 
確認ができたら、評 
価項目にそった一人 
ひとりの個別支援計 
画を作成し、その結 
果を踏まえ本支給決 
定が行われます。 

① 障害者の心身の状況（障害程度区分） 

② 社会活動や介護者、居住等の状況 

③ サービスの利用意向 

④ 訓練・就労に関する評価を把握 

相談・申込み〔相談支援事業者〕 

利用申請 

支給決定 【市】 

障害程度区分の１次判定【市】 

勘案事項調査〔地域生活・就労・日中 
活動・介護者・居住など〕 　　　  【市】 

2次判定 
【審査会】 

【市】 

医師意見書 

障害程度区分の 
認定　　　　　 【市】 

暫定支給決定 
【市】 

サービスの利用意向の聴取　　　 

訓練・就労 
評 価 項 目 

個別支援計画 
▼ 

審査会の 
意見聴取 

【市】 

詳細については省略しますので、不明な点は問い合わせください。
《問合せ》社会福祉課障害福祉係�２４－７０３３　ＦＡＸ２４－４５１６
　　　　　各総合支所健康福祉課


